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１ 令和３年度被害の状況

令和３年度の被害額は約３億８，３００万円で、令和２年度より約４，０００万円、

約９％の減少となった。

（１）部門別・作物別被害の状況

（単位：千円，％）

部門・作物 元年度 ２年度 ３年度 対前年度比

農 作 物 347,095 345,421 290,852 ８４

果 樹 149,315 141,892 124,633 ８８

水 稲 79,085 81,267 74,802 ９２

野 菜 64,579 69,173 48,453 ７０

いも類 24,349 21,932 20,091 ９２

飼料作物 25,477 25,730 18,755 ７３

その他 4,290 5,427 4,118 ７６

人 工 林 67,324 67,470 76,676 １１４

特用林産物 11,196 10,112 15,476 １５３

合 計 425,615 423,003 383,004 ９１

（２）鳥獣別被害の状況

（単位：千円，％）

獣 種 元年度 ２年度 ３年度 対前年度比

シ カ 159,368 161,619 166,033 １０３

イノシシ 120,457 122,896 108,347 ８８

サ ル 47,084 56,373 45,010 ８０

その他 98,706 82,115 63,614 ７７

合 計 425,615 423,003 383,004 ９１

２ 被害額増減の要因

（１）農作物については、被害防止のための研修会をはじめ、被害が大きい地区での侵入

防止柵の整備や捕獲檻の設置などにより、全ての作物で被害額が減少した。

獣種別では、イノシシによる果樹、サルによる野菜などへの被害が減少した。

（２）人工林については、被害額増加の要因は主にシカによるものであり、シカ生息域の

拡大等により、これまで被害が少なかった地域において被害が増加した。

（３）特用林産物については、サル、シカ、イノシシによるしいたけ発生時のほだ場への

侵入等により、被害額が大きく増加した。



３ 今年度の主な取組

（１）地域鳥獣被害対策特命チームや鳥獣被害対策支援センターを中心に、市町村や関係

機関と連携しながら、集落内の合意形成による取組をはじめ、エサ場の除去などの集

落対策や適切な侵入防止柵の設置及び維持管理などの推進、地域リーダーの育成や適

切な捕獲対策等を推進する。

また、鳥獣被害対策支援センターでは、鳥獣被害対策マイスター等の育成や、簡易

で低コストな被害防止技術の実証及び普及に取り組むとともに、被害が深刻な地域な

どを対象に、課題の抽出や解決策を実践する「重点現地支援」に取り組む。

（２）鳥獣被害防止総合対策交付金事業等を活用して、集落対策及び捕獲対策と、侵入防

止柵の整備等を支援する。特に侵入防止柵については、被害防止に対する基礎知識の

修得や適切な設置ルートの確認など「柵設置前研修」を徹底することにより、効果的

な整備を推進する。

さらにＩＣＴ等新技術を活用した捕獲機材等の整備や、ジビエ等への利用促進に取

り組む。

（３）人工林のシカによる食害等を防止するため、被害防止効果の高い強化型防護柵を含

めた防護柵の設置を支援するとともに、冬場のエサの供給源となる林道敷等の青草の

発生を抑えるため、適正な草刈時期の周知を行う。

（４）特用林産物については、「しいたけ等特用林産物生産体制強化事業」により、適切

な防護ネット、電気柵等の設置を支援する。

（５）シカ、サル等の生息状況及び被害の実態を把握し、狩猟や有害捕獲による鳥獣の適

正な管理に努める。

（６）狩猟期間の延長等の規制緩和、有害捕獲及びシカの狩猟に対する助成、シカの生息

密度の高い地域やシカ侵入初期地域における県の委託による捕獲など、適切な捕獲を

推進する。

（７）狩猟免許の新規取得に対する助成や、試験の複数・休日開催等により狩猟者の確保

に努めるとともに、初心者等への捕獲技術向上講習会を開催するなど、狩猟者の育成

を図る。


